
『俳譜無言抄』の考察（二）

構成・項目数と「あ」の項からみた編集方法

東　　　聖　子＊

（1983年4月7日受理）

　近世初期の俳譜作法書のなかで，芭蕉はr俳譜無言

抄』を推奨している。『俳譜無言抄』は，美濃国信浄寺

の住職である梅翁の著作であり，寛文12年の自序が付さ

れ，延宝2年（1674）に刊行されている。

　芭蕉が，この著作における梅翁の，いかなる方法と意

図をよしとしたかを考察してみたいと思う。さきに，拙

稿「『俳譜無言抄」の考察一一『御傘』の季語論との比較

および芭蕉推奨の時期」（注1）において，季語論や推奨

時期を考えてみた。

　本稿は，　『俳譜無言抄』の構成・項目について，ま

た，「あ」の項について，「連歌新式』「無言抄』『御

傘』などとの対照によって，「俳無言』の特質を明らか

にしようとするものである。

　『俳譜無言抄』の序文に・梅翁は次のように述べてい

る。

　　　　　　　　　　　　　タイ　　　中興貞徳，連歌無言抄に対して俳譜御傘をつくれ

　　り。これよりふたつの道，水と波とに立分ぬ。然に

　　此翁は紹巴の門弟ながら，師にことなる筆力あり。

　　こsにをいてその師弟のかはれるこsろ〉をいぶ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　サツケ
　　かしうおもひ侍に，去人，新式の抄を授しより，こ

　　の旨に引くらべてまぎれたる筋道を正し，又年比小
　　　　　　　　　　　　　　カンカへ　　耳にはさみ置し先輩の説くを考合て，ふたつの書の

　　　　セ　　うち是とおもふところ〉を一とをり取たてsわた

　　くしにしるせば，已に一巻と成ぬ。（天理図書館本）

この自序によると，貞徳は『無言抄』に対抗して『御

傘』を著したが，このr御傘』の疑問点を，紹巴の『連

歌新式抄』や先輩の説を参考にして正したのが，この一一

書であるという。これによって，『連歌新式』「無言抄』

「御傘』「連歌新式抄』「俳譜無言抄』という影響関係

が確認できる。

　本稿では，次の二点を中心に考察してみたく思う。

（一）『無言抄』『御傘』『俳譜無言抄』の構成・項目比較。

（＝）『俳言皆無言抄』の最多項目「あ」の項について，　『連

歌新式』「連歌新式（増）抄』「無言抄』『御傘』との

比較。これらにより，「俳無言』における梅翁の，法式

書作成の方法論の一端と立場を明らかにしたい。

　まず，⇔『無言抄』「御傘』

項目の比較をしてみたい。

「俳譜無言抄』の構成・
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714俳譜
　　クワイ　シ

715懐紙
716発句
717脇の句

718第三
719四句
720五句め

721七句め
　　璽722　畏
　　リンエ
723輪廻の事
　　トヲリンエ
724遠輪廻の事

725本歌
726源氏物語の事



鱈抄（元和9年版国会図書館本）

吉　嫌詞之事

宍　可思惟事

克　発句切字の事

手　句数之事

E本寄取様の事
三　執筆の事

皇　一座法度の事

甚会席作法の事
碁　和漢篇

御傘（万治2年版岡山大学本） 俳撫言抄（寛文12年版東　大　本）

　　ウラ　　シユン

727裏一順
　　アゲク
728揚句
729俳言
　　ヘキ　カクコス

730可。覚悟事

731一座の法

〈注〉　（1）　『御傘』の本文は，赤羽学編著r校注俳譜御傘』　（昭和55年2．月刊福武書店）によった。

　　　（2）＊印は，三書のいろは順の項目のうち，見出し項目数の最も多いものである。

　1表からわかることは，第一に構成の相違である。

『無言抄』は，中世末期の連歌式目書であり，　『連歌新

式」に準じて式目去嫌を定め，最も整備され，規範とさ

れたものである。そこで，次のように25条が整然となら

んでいる。

　　一式目濫膓二以呂波詞三四季詞四非
　　季詞　五　神祇　六　釈教　七　述懐　八　哀傷

　　九　山類　十　水辺　±　体用之物　主　可隔三句

　　物　主可隔五句物　茜　可隔七句物　主一之面

　　可嫌物　宍　輪廻の事　吉　嫌詞之事　宍　可思惟

　　事　克　発句切字の事　手　句数之事　三　本寄取

　　様の事　皇　執筆の事　竺　一座法度の事　甚　会

　　席作法の事　芸　和漢篇

r御傘』は，近世初期の貞徳著とされる俳譜式目書であ

るが，作法書と歳時記を兼ねており，いろは順に，指合

・去嫌を説いている。項目の重複もあり，権威ある法式

書ではあるが，彪大でやや杜撰な部分もある。序のあと
　　　　　　　　　　　す
に，「いにしへ」から「酢」までの項目が記載されてい

る。r俳譜無言抄』も俳譜作法書であり，指合・去嫌に

ついて記されている。序（東大本にはない。天理図書館
　　　　　　　　　　イハフネ　　　　　　 スクルN

本に付されている。）と「岩舩」から「勝に」までの項目

がいろは順に説かれ，最後の「京」には，次のような俳

譜一巻の解説と一座での作法についての18項が付されて

いる。

　　　　　クハイシ
　　俳譜・懐紙・発句・脇の句・第三・四句・五句め・
　　　　　ウラ　　リンヱ　　　　　　トヲリンヱ
　　七句め・裏・輪廻の事・遠輪廻の事・本歌・源氏物
　　　　　ウラ　シユン　アゲク　　　　　　　ヘキ　カクコス
　　語の事・裏一順・揚句・俳言・可。覚悟事・一座の

　　法

この様に三書の構成は異なるが，25条の最も整備された

r無言抄』に対して，いろは順で去嫌・指合・季等を説

いた『御傘』とr俳無言』の構成は，ほぼ似ているとい

えよう。ただし『俳無言』は末尾に俳譜一巻・作法の解

説を付していた。

　第二に，いろは詞に注目してみる。「無言抄』の「二

以呂波詞」は，　「岩船」から「すくるs」まで1272項目

について，去嫌・語釈・季・分類等を述べている。　「御

　　　　　　　　　　　　　す傘』は，「いにしへ」から「酢」まで1405項目について
　　　　　　　　　　　　　　　イハフネ　　　　　　スクルN
述べている。「俳譜無言抄』は，　「岩舩」から「勝に」

まで713項目（注2）について述べている。

　　　　　　　　　　　　　（項目数）　（対『御傘』比）

　　　『無言抄』　（以呂波詞）　1272　　　90．5％

　　　『御傘』　　　　　　　　1405

　　　『俳譜無言抄』　　　　　713　　50．7％

『御傘』の項目数が最も多く，『無言抄』の「以呂波詞」

は『御傘』の90．5％，また，『俳譜無言抄』は『御傘」

の50．7％と半分ほどにしかすぎない。但し，「無言抄』

は，「三　四季詞」「四　非季詞」「五　神祇」以下に

多くの項目があり，全体の総項目数では「御傘』を上回

る。

　そのいろは詞について，三書で項目数の最も多いもの

をみてみると，「無言抄』は「か　84項目」，『御傘』は

「は110項目」，『俳譜無言抄』は「あ　46項目」である。

最少のものは，r無言抄』は「ろ　1項目」，　r御傘』

は「ろ・へ・り　2項目」，「俳譜無言抄』は「ろ・へ・

ゑ　1項目」である。特に，最多項目は三書においてか

なり異なっている。

　以上のごとく，1表からは，「無言抄』『御傘』『俳

譜無言抄』における，構成の相違・類似，いろは詞の項

目総数や最多項目の相違が確認された。『俳譜無言抄』

は，構成は「御傘』に類似しており，項目数は713項目

で，これは「御傘』の50．7％にすぎず，また，その最多

項目は「あ」の項であった。

　r無言抄』は，応其の著作かとされる中世末期の連歌

式目書であるが，近世初期にr至宝抄』等とともに広く
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行なわれたものである。慶長3年（1598）正月に成り，

賊文によると天正14年に草稿段階で紹巴の披閲をうけ，

その後，後陽成天皇が叡覧されている。紹巴と応其の周
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もくじき
辺については，荒木良雄氏「連歌界における紹巴と木食
　　おうご
上人応其の地位　　特に『至宝抄』と『無言抄』を中心

にして」（注3）などがある。『無言抄』は，三巻三冊で，慶

長十五年古活字版・慶長古活字版・元和九年版・正保二

年版・慶安三年版・万治四年版など多くの板本がある。

　元和九年版の『無言抄』の序文に，次のようにある。

　　　もとより海士の子なれば，さだむべきとまりもな

　　し。さs波やあふみの海の浜の真砂をふみそめし一

　　足より，たどりこしみちも，朝もよひきちの山松の．

　　葉をかきあつむるに，古人言行の美悪，思へばうき

　　世の塵の残りしつかなならんとするゆかのうへにつ

　　もる。これをやき是をあらふ智火心水かsる身にし

　　こそなをもとめまほしくおぼえけれ。まつをのれが

　　情をいさめて，いまよりはいざもってものいふ事な

　　かれと，無言抄とやせん。これに六種のこsうねさ

　　しあり，それもたぶいはさらんにはしかじ。

美文調の比喩的なこの一文には，「いまよりはいざもっ

てものいふ事なかれ」と，r無言抄』という題号の由来

が明記されている。放浪者として仏道の道あるいは連歌

の道をずっと修業してきたが，俗塵の上に積もった古人

言行の美悪つまり古来の文雅の言葉をわが心を無心にし

て述べていこう，とでもいうのか。

　「御傘』は，松永貞徳著とされる俳譜式目書である。

彪大であるが杜撰な部分もあり，成立と編著について疑

問視されることもあった。未定稿を門人が勝手に出版し

たという説と偽書説などである。小高敏郎氏（注4）の言わ

れるごとく，貞徳の自序の存在から，貞徳の編著である

と考えたい。赤羽学氏rr御傘』の本文」（注5）によると，

『御傘』の伝本には，慶安四年林甚右衛門版・万治二年

安田十兵衛版・刊年不明野田治兵衛井上忠兵衛版・同井

上忠兵衛山岡市兵衛版の4種があるということである。

r御傘』に対する増補・訂正の書や難書も多く，r御傘

大全』『御傘執柄抄』『御傘難問』その他がある。

　万治二年本の『御傘』の序文は，4丁もある長文であ

るが，次のようにみえる。

　　　誹譜は面白事ある時，興に乗じていひ出し，人を

　　もよろこばしめ我もたのしむ道なれば，おさまれる

　　世のこゑとは是をいふべき也。

　　　しかるを，山崎の宗鑑犬筑一波を撰しより，連歌

　　をば貴み誹譜をばいやしき道とおもへり。宗鑑が心

　　はさにはあらず。そのかみ，二条殿の筑一波一集・宗
　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　け
　　祇法一師新筑波をあがめ，我身を卑下して付たる名
　　　　　　　　　　　　　　　　たて　　也。筑波とは連歌の事なり。犬蓼・犬桜・犬神人のや

　　うに，誹譜を犬連歌といふ義にはあらず。抑，はじ

　めは誹譜と連歌のわいためなし。其中よりやさしき

　詞のみをつsけて連歌といひ，俗言を嫌はず作する

　句を誹言皆といふなり。誹譜といふ文字は，唐の文よ
　　　　　　ちやうか　　たんか　　せんとう　　こくほん
　　り出たり。長歌・短歌・旋頭・混本・誹譜等は，吾1

　の一躰の名なり。犬なんどにたとふる事を，紀貫之

　古今の部立に入給ふべきか。其後の集にわくらはに

　はあれども，みだりかはしき代には深くかくれて，
　そのさ　た
　其沙汰なし。
　　　　せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いな

　　今，聖代を待えてたれとsむるとなけれ共，京田
　　か
　舎の高もいやしきも，老たるも若きも此道といへ
　　　みN　ば，耳をそばだてx心をよろこばしむ。しかれ共，

　さしあひにまどふ事多て，言争論絶せねば，丸が門弟

　のために此一帖をあらはすを，位と徳とそなはらざ

　　るものは，かやうの書はえらばぬ事なるに，くさき
　　　　　　　　とが
　のくさひ事と，栂の木のとがむる人もあるべけれ
　　　　　　をうあん
　　ど，これは応安の新式を立て，一座一句の物をば二

　句にさだめ，七句の物をば五句になすやうの事のみ

　　にて，わたくしの新一法を一つもいたさず。誰もし
　　　　　わかん
　　りたる和漢のごとくあひはからふものなり。

　　是を此まS置侍らば，はらくろなる人有て，誹譜
　　　　　　　　　　　　　　　にあ　　の新式なんと申事もや侍らん。似ひたる名を付ばや

　　とおもひめぐらすに，心にかなふ名なし。たs「そ

　　なた次第」と外題にかsむといへば，かたへの小性

　すsみていはく，　「それはげにもながら，さりきら

　　ひの事にあらねば，あまりにおほそうにや候べき。」

　丸か日けにもひろくてよりどころなし。「汝つけ
　　　　　　　　　かくさん
　　よ。」と申せば，「各蓋とかめん〉さかづきとかあ

　　りたし。」と申所に，それよりもとしおとりの今一

　　人の小性，「其ちいさきさかづきよりは，うへさま

　　のおからかさと申度。」と申。「その心はいかに」と

　　とへば，　「此一本の有ならば，あめが下にさしあひ

　　する人又と有間敷」と申。いつれも丸が付たる名よ
　　　　　　　　　　　　　　　　　しんりよ
　　りはまさりたり。此うへは，はやく神慮にまかすべ
　　　　　はなさき
　　きとて，花咲の宿の稲荷のほこらのみくじをとれと

　　はからひければ，おさなき子のいふ事を神も納受や
　　　　　　　　　　　　　　　　いちくじ
　　し給へけん。おからかさと云に，一調おりさせ給へ

　　けり。御の字さへあるならば，上のおからかさとい

　　ふ事はしらるべし。されば，文字すくなにてきsの

　　よければ「御傘」をこゑによみて，「御さん」と名

　　付侍るものならし。　（句読点・濁点・段落は筆者が

　　付した。）

この長文の『御傘』の序文は，四つほどの内容にまとめ

られよう。すなわち，①俳譜観。俳譜は面白い時に即興

的に言い出すもので，自他共に楽しむ道であると，詩経

序の「治世之音」を引用しつS述べている。②連歌から

俳譜への展開とその定義。良基の『菟玖波集』や宗祇の

「新撰菟玖波集』を崇めて，宗鑑は『犬筑波』と名付け
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た。連歌と俳譜は元来は区別はなかったが，連歌は雅語

により，また俳譜は俗語により作る句をいう。③現在の

俳譜の活況と『御傘』の執筆意図と法式の原則。現在は

京や田舎の老若が俳譜を楽しんでいるが，指合の論争が

絶えぬので丸一門のために執筆する。応安新式を基と

し，わたくしの新法は一つも出さず，和漢連歌の法式に

拠るものである。④書名の由来。貞徳は「そなた次第」
　　　　　　　　　　　　　　かくさん
と言ったところ，側の小姓が「各蓋・めん〉さかづ

き」と言い。もうひとりの年少の小姓が「うへさまのお

からかさ」と言った。花咲の宿の稲荷の神慮によろう

と，圏を引いて決め，音読みにして「御傘』と名付け

た。以上の四点であるが，長文のわりに論旨は明確で，

俳譜観・法式の原則・題名の由来等が，ゆったりした文

調のなかに述べられており，特に，題名の部分は貞徳周

辺の有様をよく伝えていて，臨場感があって興味深い。

　『俳譜無言抄』の序文は，天理図書館本にあり，全文

は次のように述べられている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヰナカ　　　俳譜の連歌はいまの世のはやり物にて，京も夷も
　　　　　　　　　モテアソフ
　　たつ子はふ子まで翫に，折をへだてず，［］すさぶに

　　さりきらひなし。うぐひすの山類を出てたかい植物
　　　　　カハツ
　　に吟じ，蛙の水辺をはなれずして躰用の外にとひ作

　　をたくむも，この道時至れるからにやと思ひなし侍

　　ぬ。
　　　ヤセイ　　　　ギaフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルムシロ
　　　野生もわが業にはあらざれど，友に引れて或席に
　マシハリ　　　　　ヤフレコロモ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チル

　　交しより，破衣のかた心にかsりて，花の散にはつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツヰ　　ねならぬためしをおもひ，月の入には終に行身のほ
　　　　クハン
　　どを観じて，六字となふるひま〉には五もじ七も

　　じをもつぶやき侍き。
　　　　　　　　オキテ
　　　されば古来の制を尋に，中興貞徳，連歌無言抄に
　　タイ
　　対して，俳譜御傘をつくれり。これよりふたつの道，

　　水と波とに立分ぬ。然に此翁は紹巴の門弟ながら，

　　師にことなる筆力あり。こSにをいてその師弟のか

　　はれるこsろ〉をいぶかしうおもひ侍に，去人，
　　　　　　サツケ
　　新式の抄を授しより，この旨に引くらべてまぎれた

　　る筋道を正し，又年比小耳にはさみ置し先輩の説く
　　カンカヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ

　　を考合て，ふたつの書のうち是とおもふところ〉

　　を一とをり取たてsわたくしにしるせば，已に一巻

　　と成ぬ。此ゆへに，御傘のかみに置る字と，楚仙の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　あめりし書の名をとりあはせて，俳譜無言抄と号し
　　　　リヤク
　　き。略してははいむごんと云。
　　　　　　　　マシマ　　　　　　ヒカメ　　　　　　　アラタメ
　　　なを世に君子在してわが僻るところを改給は，大

　　に道の助なるべし。　（句読点・段落は筆者が付す。）

2丁ほどの長さのこの「俳無言』の序文は，次のような

ことを述べている。俳譜の連歌は京や田舎で大いに流行

しているが，去嫌等の法式は混乱している。自分も友に

誘われて，刀花によせて俳譜に親しむようになった。貞

徳は「無言抄』に対してr御傘』を作り，このr御傘』

の疑問点を『連歌新式抄』と先輩の説々により正す。そ

れにより，書名は『俳譜御傘』と『無言抄』の二書によ

り，「俳譜無言抄』とする。すなわち，世上の俳譜流行

と式目混乱の実情・仏門の身が俳譜に親しむようになっ

たこと・「俳無言」の梅翁の批判的立場と書名の由来な

どが述べられている。近世初期の京・田舎または老若に

およぶ俳譜活況の様子と式目混乱の様子は，　『御傘』と

『無言抄』の序文が一致して伝えるところである。

　　　　　　　　　　　　サツケ　また，　「去人，新式の抄を授しより」とは，r連歌新

式増抄』　（寛文五年刊・2巻2冊）かと考えられる。紹

巴の著作で慶長4年成立かとされる。但し，「俳無言」

がこの書からいかばかりの影響を受けているかは，照応

してみないと確証はない。

　中世のr連歌新式』に準じて，中世末の慶長3年

（1598）にr無言抄』が成立し，近世初期の慶安4年

（1651）に『御傘』が刊行され，延宝2年（1674）に

「俳譜無言抄』が刊行されている。　『連歌新式増抄』は

寛文5年（1665）に刊行された。『無言抄』成立の53年

後に「御傘』が刊行され，また，「御傘』の23年後に

「俳無言』が刊行されている。17世紀初頭の中世から近

世への，社会的・文学的過渡期あるいは混乱期における

連歌・俳譜の去嫌法式書の推移は，時代と深く関わって

いるようだ。

　次に，（⇒r俳譜無言抄』の最多項目「あ」の項につい

て，　『連歌新式』「連歌新式増抄』　『無言抄』　「御傘』

との比較をしてみたい。

　1［表「あ」の項の対照表く俳譜無言抄・無言抄・御傘

・ 連歌新式・連歌新式増抄〉からわかることは，　「俳詣

無言抄』の「あ」の項は，すべて「無言抄』か『御傘』

の項目を踏襲していることである。

　『俳言皆無言抄』の「あ」の項目（46項目）について，

『御傘』はすべて共通項目をもっており，『無言抄』も

「あま雲」と「朝日山」の2項目を欠くのみである。梅

翁が序文に記した編集意図が，この項目の編成にも明ら

かである。

　　　　　〈「あ」の項について〉

　　　　　　　　讐酷遮願纏葺§の計

　俳譜無言抄　　　　　　　　　　　　　　　　　46

　無言抄（以呂波詞）　59（44＋15）　　18　　77

　御傘　　　　　　　　58（46十12）　　23　　81

（以下，　「連歌新式』と「連歌新式増抄』は除き，上記

三書の比較とする。）

無言抄と御傘のみに共通の項目

無言抄のみにある項目

御傘のみにある項目

11
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1表　「あ」の項の対照表（俳譜無言抄・無言抄・御傘・連歌新式・連歌新式増抄）

俳譜無言抄

1芦
　　　タ　ヅ
2　芦田露

　アツマ
3　東に
　アツマアソヒ

4　東遊

5　青に
　　アト
6　跡

　　ア　シ　ロ

7　網代

　アカタメシ
8　縣召

　　アユ
9　鮎

　　アサヂ　　フ

10浅茅生
　　アセ

11汗
　　アヲムマ　　　セチ　ヱ

12　白馬の節会

　アラレハシリ
13　霰走

14雨

15　あま雲

　　ア　　カ
16　閲伽むすふ

　アラシ
17嵐
　アシタ
18　朝の月

　　アシタ
19　朝

20朝日山

21秋風

22秋夜に

23秋寒

24釈田
25秋去衣
　　　スへ
26秋涼し
　アカツキ
27　暁

　　アリアケ
28　農明

29　明すくる

　　アクル
30　明に

無 言 抄

39　あし

41芦田鶴（42

15　あつま（14

⑱　東遊

36青
52跡の字（53

㌶露
　　　あかた
㊥春　縣召

脚

齢

芦

東

鳥の跡）

㌻ろの床）

⑲夏鮎（⑲春　若鮎⑲秋　さひ鮎）

44浅茅生

㊥夏　汗

　　　あをうま
⑲春　白馬節会

6　あられはしり
⑲春　あられはしり

ii鞭雛瀧）

　　あ　かむすふ
5　閲伽結
⑳　閲伽むすふ

60嵐（11嵐山）

30朝の月

　　　　　　　　　つく
31朝の字（32朝附日33朝ほらけ）

46秋風

51秋の夜

49秋のさむき

47秋の田

＠秋秋去衣

50秋の涼しき

29　暁

16有明　　　19在明
17有明　　　　あり
18　ありあけ（29長明の残る）

21　明過る

22　あくる　26　あくる

御 傘

29警
　　あしたつる　　　　　あしかも

30芦田鶴（31芦鴨）
　　　　　　　　　あつまち
39　あつまに（38東路に）
　あっまあそひ

54東遊
　　あをき　みとり
（33青に緑）

　　あと

40跡

　　あしろ
42網代

　　あかためし

45縣召

46鮎
　　　あさち
（51浅茅）

77汗
　　あるむま　　せちゑ
75　白馬の節会

26　あられはしり

－
⊥
9
●
0
0
C
U7

9
1
0

籠（1

∵雲

閲伽結ふ

あらし

嵐
あした

朝の月

㌶『雨）

　　　　　　　　あさつくひ

24あした一（1§郷らけ）

28鞘笛
13　妹風

14妹の夜
　　あきさむき　　　　あささむ
11　妹寒（49　朝寒）

57秋の田

47秋去衣

69秋の涼しきに

12暁

17有明

18　明過る

　　あくるあかつき
（19　明に曙）

連　歌　新　式

可分別物く水辺〉
体用事〈水辺用〉

可分別物く非植物〉

可分別物く嫌打越〉

可分別物く神祇〉

可嫌打越物

可嫌打越物

可分別物く春〉

可分別物く夏〉

可分別物く雑〉

可分別物
可嫌打越物

一句物
可隔三句物
（可分別物）

可分別物〈水辺〉
体用事く水辺用〉

一句物
可嫌打越物

一句物

可嫌打越物
（可隔五句物）
（可分別物）

二句物

一句物

可嫌打越物

可分別物

二句物

三句物・四句物
（可分別物）

（可嫌打越物）

可分別物く非夜分〉

可嫌打越物

連歌新
式増抄

○

×

○
○
○
○

×

○
○

×

×
×

○

△

×

○
○
○

△

×

○

×
○
○
○
×
○

○

○

○
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俳譜無言抄

　　アケクレ

31明暮と
　アクル
32　明に

33　あけぐれ
　　ア　カ　シ

34明石
　　アマ

35天
　アマノカバ

36銀河
　アフキ

37扇
　　アハユキ

38淡雪
　アサカホ

39樺
　アクNカ

40暖

　　ア　ハツ

41粟津

42竃
　　アフサカ

43逢坂
　　アマ
44　蛋

　　アリサマ

45景趣

46　あたりに

〔「あ」の項・46項目〕

砥
イ
ノ 三 抄

23　明暮

24　あくる（25夜のあくる）

27　明闇

10明石　㊨　明石

4　天の字

3　天河（2　天河のあふ瀬）

（s秋扇竃置）

＠冬　淡雪

34　橦　35　あさかほ

　あた　か
65　温
（㊥春　日のあたSか）

（9　粟津の原）

　　　　　　　　あ　やめ

⑲夏舗6§露籍）

12相坂

77海士（64海士のたくなは）
　　ありさま
70　消息

74　あたりに

［「二以呂波1》超「あ」の項］

口征 傘

20　明暮に（22　朝夕に）

（21　あくるにあす）

23　あけぐれと

　　あかし
43　明石

25天の字

（64天河のあふ瀬）

　　あふき

48扇
　　あはゆき
50　淡雪

　あさかほ
52　樺に

　あた・か
55　温
　　あたNかなるひと
（32温日与長閑）

　　あはつ
（66粟津の原）

　　あやめ
60菖蒲
　　あふさか

67逢坂

74海士（70　海士のたくなは）

71消息

72　あたりに

〔「あ」の項・81項目〕

連　歌　新　式

可嫌打越物

（可分別物）

可分別物く水辺〉

四句物
可嫌打越物

可分別物

（可分別物）

可分別物く冬〉

可分別物

可分別物
（可嫌打越物）

可分別物く水辺〉
体用事く水辺用〉

可分別物
体用事く水辺用〉

連歌新
式増抄

○

×

×

○

○

×

△

○

○

○

×

○

×

○

×

×

〈注〉　（1）　『無言抄』について，㊥は「三　四季詞」，⑩は「五　神祇」，⑳は「六

　　　　　載された項目を示す。

　　　　（2）　『無言抄』「御傘』　『連歌新式」の（　）は，関連項目を示す。

　　　　（3）　r連歌新式増抄』について，○は項目があるもの，×は項目がないもの，

　　　　　示す。

御傘と無言抄く以呂波詞以外と〉の共通項目　9

　では，r俳譜無言抄』で取り上げなかった項目をみて

みよう。以下は，「無言抄』と『御傘』と『俳言皆無言抄』

の三書での比較である。まず，『無言抄』　（以呂波詞）

と『御傘』のみに共通の項目は，次の11項目である。

　　『無言抄』
　　あまのいはふね
1　天磐橡船

7　あま小舟はつ瀬

8　あふみの海

13淡路
　あけほの
28　曙
　　あをによし
38青丹吉

48秋の葉
68　あるし

69　あらまし

73　あら玉の春

　　『御傘』
　　あまのいはくすふね

63天磐橡船
53　海士小舟泊瀬山

65近江の海
　　あはち

35淡路
27　曙
　　あをによし

34青丹吉
　　あき　　は

68妹の葉
56　あるし

37　あらましに

62　あら玉の年

釈教」，㊨は「十水辺」に記

△は関連項目のみあるものを

　　76間　　　 73間に
これらは，『無言抄』と『御傘』でほぶ意見が一致して

いる。但し，「あるし」と「あらまし」については，

「御傘』は『無言抄」に反論している。「あるし」は

「無言抄』では，有に二句嫌で，人倫だが，ぬしは人倫

でないという。これに対して，r御傘』は，有に二句去

で，月をあるじは非人倫，花のあるじは人倫で，ぬしは

人倫であると，『無言抄』を否定している。特に，ぬし

は人倫か否かで対立している。また，　「あらまし」につ

いては，『連歌新式』では，あらましに有は或説に不嫌

といっているのに対して，『無言抄』はこれを否定して

有に二句嫌とし，さらにr御傘』は，「新式』を支持し

て荒増と書くのであらましは有に不嫌と言っている。こ

の「あるし」と「あらまし」は，『無言抄』に対して

「御傘』が異説を唱えている条であり，『俳譜無言抄』

の梅翁が一見解を記してもよい項目である。
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　また，　「以呂波詞」以外の『無言抄』と「御傘』とに

共通の項目は，次の9項目である。

　　　　『無言抄』

　　（可隔三句物）

　　（非山類分）

　　（可隔三句物）

　　（山類　　）

　　（山類　　）

　　（四季詞　春）

　　（四季詞　秋）

　　（四季詞　秋）

　　（四季詞　冬）

「御傘』の「44

あり，

は，

8
3
6
4
1
4
4
6
1
7
6
7
8
7
9
8
1

　　　　　　　　あさま
　　　　　　　　浅間」と「61

　　　r御傘』の杜撰な一端が窺える。その他について

　　『御傘』の解説もごく短文であり，『無言抄』と同

意見を述べているものが多い。

　さらに，r無言抄』のみにある項目は，「37青葉・
　　あしや
40芦屋芦火等・45あさちふの宿・66あつき・71
　　　　まかき
吹あらす籠の風・72あら玉あらかね・75あたり又あ

はれ」などの，7項目である。そして，「御傘』のみに
　　　　　　　　　あふごひ
ある項目は，「16逢恋・59秋と妹・80ありなしの

日」などの，3項目である。

四

　『御傘』
あめつゆしもゆきあられ

雨露霜雪霰

あはち嶋淡路嶋山
あられ

霰
あさま

浅間
あさま

浅間と
あさたか

朝鷹かり
　　みや
珠の宮

珠より後としても

霰消る
あさま

浅間と」は重複項目で

　ここで，r俳詣無言抄』で取り上げた「あ」の項（46

項目）について，その内容を検討してみたい。皿表「あ」

の項の対照表において，r俳譜無言抄』とr連歌新式』

『無言抄』「御傘』『連歌新式増抄』との比較である。

「俳譜無言抄』の「あ」の項（46項目）は，次のような

解説内容に分類される。

　　〈『俳譜無言抄』の「あ」の項（46項目）〉

　上記先行書と同意見の項目

　上記先行書に異説を提出する項目

　　　関連項目について（部分的に）

　　　見出し項目について（全面的に）

（A）まず，『俳譜無言抄』が，

『御傘』　『連歌新式増抄』などと，

は，次の25項目である。
　　　　　タ　ヅ　　　　　アツマ　　　　　 アツマアソヒ

　　2　芦田露・3　東に・4
　　アカタメシ　　　　　アサヂフ　　　　　　　アヲムマ　　セチヱ

　　縣召・10浅茅生・12
　　　　アラシ　　　　　　アシタ

　　17嵐・18朝の月・20

　　秋夜に・23秋寒・25秋去衣・30
　　クレ　　　　　　アクル　　　　　　アマ　　　　　アマクカバ

　　暮と・32明に・35天・36
　　アハツ　　　　　アヤメ　　　　　アマ

　　粟津・42　菖・44　蛋・46あたりに

それぞれについてみてゆくと，　「2

25（A）

『連歌新式』

　同意見であるもの

17（B）

4　◎

r無言抄』

　　東遊・5　青に・8

白馬の節会・15　あま雲・

　朝日山・21　秋風・22
　　　　　アクル　　　　　　　　　アケ

　　　　　　明に・31　明
　　　　　　　アサカホ
　　　銀河・39橦・41

　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　ヅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　芦田露」は，『連

歌新式』以来非植物であり，非水辺，芦鴨は水辺，「俳

無言』には芦田露・芦雁・芦鴨のうち芦鴨ばかり水辺と

　　　　　　　　　　　　　　　　　アツマは如何という問答がされている。　r3　東に」は，越路

・ 筑紫と打越嫌で名所とも打越嫌で，俳には言いかえて
　　　　　　　アツマアソヒ
3とする。　「4　東遊」は，神祇であるとし，「俳無

言』は夜分，冬とし，駿河舞の説明を加えている。「5
　　　　　　　　　　　　　　　　アカタメシ青に」は，緑に二句去とある。　「8　縣召」は，正月十

一日の除目とあり，「俳無言』に小除目と大除目の短い
　　　　　　　　　アサヂ　フ
説明がある。「10浅茅生」は，雑で居所に打越嫌，浅
　　　　　　　　　　　　　アヲムマ　　セチヱ
茅は居所に嫌わない。「12白馬の節会」は，正月七日

の宮中の儀式で，『俳無言』に故事と宗祇の付合がある。

「15あま雲」は，句体により降物になるとならずとあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラアシるとし，「俳無言』に証歌が2首ある。r17嵐」は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アシタ連に2，俳には3とし，嵐山は此外とする。「18朝の

月」は，連に1で朝の字がなく朝時分の刀で今1，俳に

は朝の字入って2また今朝として今1とする。「20朝

日山」は，時分・天象に嫌わない。　「21秋風」は，連

は2，秋風・秋風とか秋風・秋の風はよいが，秋の風・

秋の風はよくない，俳は3とする。「22秋夜に」は，

長い心があれば，その折に長夜を嫌うとする。「23秋

寒」は，秋で，連にやや寒・夜寒・朝寒などとしても秋

の寒いことは1，俳に2，秋のさゆるのあとに月のさゆ

るはなしとする。r25秋去衣」は，七夕の具とする。
　　　アクル
「30　明に」は，明に曙は二句去，夜分であれば字去り

　　　　　　　アケクレ
とする。「31明暮と」は，時分に嫌わないが，朝夕に
　　　　　　　　　アクルニ句去である。r32明に」は，明にとあすは2句去だ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アマが，戸を開くるは嫌わないとする。r35天」は，連に

4，俳に音に読んで5，空に二句去，天の心の空には字
　　　　　　　　アマノカワ
去りとする。r36銀河」は，舟と結んでも水辺ではな

いが，天河のあふ瀬は夜分であり，名所の天川は水辺で
　　　　　アサカホ
ある。「39樫」は，朝の字・顔の字に二句去，あした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アハ　ツのかほにとりなせば明の字に嫌うとする。「41粟津」

は，水辺であるが，粟津の原は水辺ではなく，大津の津

は海なので水辺とするが，奥州の会津・濃州の石津は水
　　　　　　　　アヤメ
辺ではない。「42菖」は，水辺とし，軒の菖蒲も菖蒲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アマの枕もみな水辺であるが，人名は別である。r44蛋」

は，人倫であり，水辺であるが，海士のたくなははたぐ

る縄の意である。「46　あたりに」は，ほとり・野辺・

山辺などとは二句去である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　ヅ　これらのうち『俳譜無言抄』には，「2　芦田露」の
　トフ
「問，右三色の内，鴨ばかり水辺にて，雁・たつ水辺の

　　　　　　　　コタフ
がるx事いかん。答鴨は水辺ばかりにすむ物也。雁は水
　　　　　クカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アツマアソヒ

かき有ど，陸にもすむ故也」という問答や，「4　東遊」

」の「昔，三保の松原へ天人下りし時，人間に残し置た
　　　　　　　　　　　　スルカマヒる舞i也。故に，東遊とも，駿河舞とも云也。」という駿
　　　　　　　　　　アカタメシ
河舞iの解説や，　「8　縣召」の「小除目とて前かと礼儀

をならひて，又大除目とて当日に出也。」という解説が
　　　　　　　アヲムマ　　　セチ　ヱ
ある。また，「白馬の節会」には次のような故事と宗祇

の付合が記されている。
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　　アヲムマ　　セチヱ　　　　　　　　　　　キン　　　　　　　　ヒキ　　ヱイラン

　　白馬の節会　正月七日に，禁中に白馬を牽て叡覧に
　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴカン　　メイテイ
　　そなへ奉也。説く侍とも，一説に，後漢の明帝の時
　　　チク　　　　　サイキヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジフラク

　　天竺より一切経を白馬にをふせて来り，初春に入洛
　　　　　　　　　フチホフル　フ　　　　　　　　　　アンセン　　メサ
　　せし也。それより沸法流布の国となり，安全に治ま
　　　　　レイ
　　りし吉例にて，和にも初春に白馬を大内へ入給也。

　　句，

　　　のぼる七日の月の長閑さ　　　と云に，
　　　　　ミ　ハシ
　　白馬を御階に人のつらなりて　　宗祇

このように，『俳譜無言抄』の25項目のうち，，上記先

行書と同意見を述べつつも，故事・解説・問答・証句等

を記して，独自の論を展開しているものもあった。

（B）次に，『俳譜無言抄』が，　r連歌新式』r無言抄』

r御傘』『連歌新式増抄』などと，見出し項目について

大要は同意見であるが，部分的に関連語について異説を

提出している項目をみてみたい。次の17項目である。
　　　　アシ　　　　　　アト　　　　　　アシロ　　　　　アユ　　　　　アラレハシリ

　　1芦・6跡・7網代・9　鮎・13霰i走・14
　　　　　　ア　カ　　　　　　　　　　アシタ　　　　　　ノ　　　　　　アカツキ

　　雨・16閲伽むすふ・19朝・24秋田・27暁・
　　　　アリアケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アカ　シ

　　28農明・29　明すくる・33　あけぐれ・34明石
　　　　アフキ　　　　　アハキキ　　　　　アフサカ

　　・37扇・38淡雪・43逢坂
これらの部分的に相違する17項目については，その異説

の種類から，《季・去嫌・一座の句数・分類・語釈解

釈》などの相違に分けることができる。
　　　　　　　　　　　　　　　アシ　　　　　　　　　アハユキ
　《季》の相違は，2項目で「1　芦」「38淡雪」に
　　　　　　　　　　　　アシ関するものである。「1　芦」については，水辺，雑，

連に言いかえて3，俳は4というように，見出し項目に

ついては同意見である。だが，関連語の「芦の穂綿」を

『御傘』は秋，『俳無言』は冬とし，季が異なってい

る。「芦の穂綿」とは，『和訓栞』によると「あしのほ

わた。盧の穂を，衣の紫にするをいふ也。」とあり，葦

の穂を綿のように摘んだもので，それを衣服に入れて綿

の代用としたという。近世初期の他の歳時記では，　r増

山井』が秋，『番匠童』「をだまき』「誹譜新式』など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アハユキ
が九月で多く秋にしている。そして，「38淡雪」につ

いては，淡雪・初雪・あられ，霜の消えるは冬とする大

要は同意見である。だが，関連語の「はだれ雪」につい

て，「無言抄』は冬，『御傘』は「無言抄にかけり。其

義あたらず」と反論して春の季にしている。『俳無言』

は見解を示していない。「はだれ雪」とは，『三冊子』

に「はだれ雪・かたびら雪，みな大ひら雪の事をいふと

也。」とあり，はらはらと薄く降り積もった雪をいうよ

うだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　アト　　　　　　　　　　ア
　《去嫌》の相違は，9項目あり，「6　跡」「7　網
シV　　　アラレハシリ　　　　　　　　アカ
代」「13霰i走」「14雨」「16閲伽むすふ」「33
　　　　　　　　アカシ　　　　　　アフキ　　　　　　　アフサカ

あけぐれ」「34明」「37扇」「43逢坂」などに関
　　　　　　　　　　　アトするものである。r6　跡」については，跡が字去りで

あることは「連歌新式』以来同意見である。だが，「古

跡の類」については，r連歌新式』「無言抄』は折替，

r御傘』は連に折嫌俳に面去であるのに対して，　r俳無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　シロ
言』のみが連に2俳に3と述べている。「7　綱代」に

ついては，冬，生類に打越嫌，打つは秋などは同意見で

ある。だが，　「苗代などの代」には『無言抄』は面嫌，

『御傘』は折嫌，「俳無言』は連に折嫌，俳に面嫌とす
　　　　アラレハシリ
る。「13霰走」については，春は同意見であるが，

r無言抄』と「俳無言』は降物に二句去，　r御傘』は霰

に折嫌とする。r14雨」については，連では2，さめ

1，あま1，雨に夕立・五月雨は五句去，また俳では

3，さめ・あまは言いかえて2，雨に夕立・五月雨は三

句去などと概略は同意見である。だが，関連語の「涙の

雨」については，「連歌新式』は降物に嫌ずとし，『御

傘』は降物には二句嫌とし，『俳無言』は述べていな
　　　　　ア　カ
い。「16閲伽むすふ」については，水辺，釈教，夜分

であると同意見である。だが，「水」について，「御傘』

は紹巴が閲伽の梵語が水であるので閲伽結ぶに水は付か

ずとしているのは誤りで，　「紹巴の説用給ふへからす」

と非難している。これに対して，　「俳無言』は水に「き
　　　　　モチロン
らふべき事勿論也。」と異論を唱えている。「33　あけぐ

れ」については，夜分，時分であり，夜の明け方に少し

暗くなる時をいうことは同意見である。だが，　「暮」の

字に対して，r無言抄』は暮の字に二句去，　r御傘』と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アカシ『俳無言』は暮に嫌わずといっている。　「34　明」につ

いては，水辺，岡は山類であるということは同意見であ

るが，「石」に対して，俳無言は石に折嫌，r御傘』は

岩・いはほ・礎に五句嫌，真砂に二句嫌としている。
　　　アフキ
「37扇」については，夏，連に言いかえて2，俳に3

とは同意見である。だが，　「風」について，『御傘』は

扇に風は付けてもよいとし，『俳無言』は「付ざるに
ヂヂヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アフサカ

治定する也。」と反論している。また，「43逢坂」につ

いては，山類，関も山類と同意見であるが，　「逢」の字

に対して，「無言抄』は二句嫌，　『御傘』は三句嫌，『俳

無言』は字去りとしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アユ　《一座の句数》の相違は，3項目で「9　鮎」「27
アカツ＋　　　　　アリアケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アユ
暁」「28　長明」に関するものである。　「9　鮎」につ

いては，鮎は夏，若鮎は春，さび鮎は秋，干鮎は雑など

は同意見である。だが，一座の句数について，r御傘』

は連に2，俳には季をかえて3とし，『俳無言』は俳に
　　　　　　　　　　　　　　アカツキ
季をかえて2としている。「27　暁」については，夜分

にあらずなど同じであるが，「無言抄』は暁1，其暁1

とし，r御傘』は連に暁1，其暁1，俳には暁2，其暁

1で一座三句物とし，「俳無言』は暁1と記すのみであ
　　　　　アリアケ
る。「28展明」については，連に2，俳に季をかえて

3とし，有に二句去，明に字去り，有明の残るは夜分で

ある等は，ほy“同意見である。但し，『連歌新式』に

「一座四句物」と「一座三句物」の部分に重出してお

り，『無言抄』も指摘しているように，これは矛盾して
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いる。そのほかに，関連語として，「嶋燭の有明」につ

いて，『御傘』は一座三句の内とし，『俳無言』は一座

三句の外としている。

　《分類》の相違は，1項目で「29明すくる」に関し

てである。「29明すくる」は夜分であり，明はてて・

明しはても夜分であることは同意見である。だが，関連

語の「明もはてず」などの否定の意の語については，

「無言抄』は非夜分とし，「御傘』は「夜分と心得べき

也。」とし，「俳無言」も同じく夜分としている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アシタ　《語釈・通釈》の相違は，2項目で「19　朝」　「24
　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アシタ

秋田」に関するものである。「19朝」については，連

に朝1，けさ1，俳に今1つ加えて3とは同意見であ
　　　　　　　　　　アサツク　ヒ
る。だが，関連語の「朝附日」について，「連歌新式」

は朝月日は月日に五句嫌とし，『無言抄』は朝附日は朝

日のことで月に嫌わないが，朝つくひならひの岡という

と月に五句嫌とし，『御傘』は「新式』に賛同し，「無

言抄』を排して，「朝月日とは朝日の出たるむかひに月

の残たるをいふ」とし枕詞とする時も日・月の字に三句

嫌とし，『俳無言」は朝附日は朝日のことで，月に嫌わ

ないとしている。　「朝附日」　「朝月日」には，朝日とい

う意と，　「向ふ」にかかる枕詞の意と二義がある。多く

はこれを混同しているようで，『無言抄』が最も明解と

　　　　　　　　　　　ノ思われる。また，「24秋田」については，植物にあら

ずとは同意見である。だが，「連歌新式』の「可嫌打越

物植物に……秋田之事田に雁鹿なとくはへては植物に

一向不嫌之。鹿追なとあらは可嫌之。」という部分の解

釈について異論が出されている。「無言抄』は，秋の田

に雁・鹿で季をもつ時は植物にならないが，鹿を追うと

すると植物に二句嫌とする。『御傘』はこの「無言抄』

の説を批判し，「此文章の心を取違へたる」と言い，秋

の田ではなく，田と秋の季の雁・鹿を入れても植物では

なく，田に鹿追を入れると植物となる意といっているよ

うだ。『俳無言』は，雁・鹿を結んでも追わなければ植

物に嫌わず，色なびく・ひた鳴子・雁鹿追うなど結ぶと

　　　　　　　　　　　　　　ノ植物に打越嫌といっている。「秋田」と「雁・鹿」との

関係について，結論は同じであるが，r連歌新式』の本

文の解釈について，特に，「御傘』が細かい反論を示し

ている。

　以上の17項目をまとめてみると，次のようになる。

　《季》の相違

　
　
埠雪

”芦
わ
　
　
　
淡

1

83

《去嫌》の相違
　アト
6　跡

　　ア　シ　ロ

7　網代
　アラレハシリ
13　霰i走

芦の穂綿　　御傘e俳無言

はだれ雪　　無言抄e御傘

古跡の類

苗代に

降物に

新式・無言抄・御傘e俳

無言

無言抄e御傘・俳無言

御傘⇔無言抄・俳無言

4
ρ
0
0
0
4
7
‘
つ
U

寸
⊥
呼
⊥
Q
U
つ
O
つ
U
4

雨　　　涙の雨に
ア　カ

閲伽むすふ　水に

あけぐれ　暮に
アカシ

明　　　石などに
アフキ

扇　　　風に
アフサカ

逢坂　　逢に

《一座の句数》の相違
　　アユ
9　鮎
　アカツキ

27暁
　　アリアケ

28長明

新式e御傘

御傘⇔無言抄

無言抄e御傘・俳無言

御傘⇔俳無言

御傘e俳無言

無言抄e御傘・俳無言

（鮎）　　　御傘e俳無言

（暁・其暁）　（俳無言に其暁はナシ）

蟻燭の有明　御傘e俳無言

　《分類》の相違

　　29明すくる明もはてず無言抄⇔御傘・俳無言

　《語釈・通釈》の相違
　　　アシタ
　　19　朝　　　朝附日　　　御傘（新式）⇔無言抄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（俳無言）

　　　　ノ　　24秋田　　（雁・鹿に）御傘o無言抄（俳無言）

これらの『俳譜無言抄』の「あ」の項目のうち，見出し

項目ではなく，関連語などについて部分的に，異説を提

出している17項目についてわかることは，『俳譜無言抄』

は，　『連歌新式』「無言抄』　『御傘』のいずれの書にも

荷担することなく，自由な立場で論を展開しているとい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アシうことである。また，「俳譜無言抄』は「1　芦」の項
　　　　　　　　　　　　　アトでは専順の付合を出し，「6　跡」の項でも証句を1句
　　　　　アラレハシリ
あげ，「13霰走」の項では故事・証歌・証句を含む長
　　　　　　　　　　　ア　カ
文の解説を述べ，「16閲伽むすふ」では問答をしたり

しており，特に，証歌・証句の本文を記載することは，

『無言抄』や『御傘』にはないことである。

（C）では，　『俳譜無言抄」が，　『連歌新式』　『無言抄』

r御傘」「連歌新式増抄』などと，見出し項目について

ほx“全面的に意見が対立する項目についてみてみたい。

次の4項目である。
　　　　アセ　　　　　　　スS　　　　　　アタSカ　　　　アリマサ

　　11汗・26秋涼し・40暖・45景趣
これらは《季・去嫌》の相違に分けられる。《季》の相
　　　　　　　　　　アセ　　　　　　アタXカ　　　　　　　　　　　　　アセ
違は，2項目で「11汗」「40暖」である。「11汗」

については，前掲の拙稿（注6）において考察したので，

参照していただきたい。r俳譜無言抄』には次のように

ある。

　　アセ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウルポメ　ヲ　　　リンニ

　　汗無名に出る汗は夏也。古詩に沽衣汗似。淋と有

　　は，夏日の題也。ヌ句，
　　　ナカ
　　　流るSばかり汗ぞ出ぬる　　　夏也。

『俳請無言抄』は，「無言抄』や古詩・句に拠り，夏の

季とする。また，『無言抄』も「四季詞」で夏としてい

る。これに対し，「御傘』は夏に限らず生理的に発汗す

る場合をあげて，雑であるとしている。歳時記類や，当

時の作品によっても，汗は夏の季とするのが妥当であろ
　　　　　　　アタ・カ
う。また，「40暖」については，『俳譜無言抄』は次

のようにいう。
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　アタsカ
　　暖　春也。長閑・ぬるむなど二句去也。又，火のほ
　　　　　チウフク　　　アタSカ
　　とり・重服等の暖も春也。句，

　　　　牛は霞のかたはらにたつ　　　と云に，
　　　　　ウツ　　　　　　　　　　　トラ

　　　暖に移る夜しるし寅の時　　　紹巴
　　　　　ダンキ
　　はいに暖気も春也。

『俳譜無言抄』は，紹巴の付合をあげて，気候も生理的

な温度もすべて暖は夏としている。『無言抄』は，「四

季詞」の春で，「日のあたt’・かなるは春也。たX“あたS

かとばかりは春にあらずと云説あしs。た貸あたsかも

春なり。」とこれもすべて春とする。それに対し，「御

傘』は，　『連歌新式』の「可分別物　あたsかなる　日

の暖なるは可為春云々。」を引き，『新式」は日の暖かは

春だが，只の暖かは雑であるとしていると主張する。

『御傘』に次のようにいう。
　あたSか
　　温（中略）天気空風水世上野山などのあたSか成は
　　　　　　　　　ふところむしろう
　　春たるべし。人の懐寝莚櫨中湯茶肌手足足袋ゆかけ

　　などの温は雑たるべき事顕然なり。

「御傘』は天候の暖かは春だが，懐・手足等の温かは雑

であるとしている。　「あたsか」は，　「至宝抄』に「あ

たsか」ではじめの春とし，『はなひ草」に「あたsか
　　　　　　　　　　　　　あたNか」で三月とし，　「手吹草』に「温」が連歌四季之詞の初

春にあり，師貞徳説に忠実な『増山井』にも「あたXか

　三月二渡ル。」とあり，「あたたか」は，気候にせよ，

その他の温度にせよ，春とすることが当時一般的であっ

たようだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スシ　また，《去嫌》の相違は，2項目で「26秋涼し」と
　　　アリマサ　　　　　　　　　　　　　　　　　スN

「45景趣」である。「26秋涼し」については，「無

言抄』は，「秋の涼しき」に秋のあつさなど同面も不苦

といへり」といい，また，　『御傘』も「秋の涼しきに

秋のあつさなど，また，「御傘』も「秋の涼しきに秋の

あつさなど，句躰かはらば同じ面にもくるしかるべから

ず。」と両書とも限定つきとはいえ，「秋涼し」と「秋

のあつさ」の同面を許可している。これに対し，『俳譜

無言抄』は次のようにいう。

　　　スS　　秋涼し秋のあつさ，連俳ともに同じ面きらふ也。

『無言抄』とr御傘』に対して，「俳譜無言抄」は同面

を嫌うとしている。
　　　　　　　アリサマ
　として「45景趣」については，『俳譜無言抄』に，
　　アリサマ
　　景趣　消息ともかく也。有の字・様の字に二句去

　　也。

　　　　　　　　　　　　　　　ありさま
とあって，これは「無言抄』の「消息　あるにもさまに

も二句嫌べし。」と同意見である。これに対して，「御

傘」はここで正字・書替の字の論を展開している。すな

わち，これは新式にはない項で，消息を「無言抄』は正

字と誤っているそして「正字と書替の字のかはりをしら

ざるは，曽てしらぬ人におとれり」とまで非難してい

る。

以上の4項目をまとめてみると，次のようになる。

　《季》の相違
　　　　アセ
　　11汗　　　御傘く雑＞e無言抄・俳無言く夏〉
　　　アタxカ
　　40　暖　　　御傘く春と雑〉⇔無言抄・俳無言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く春〉

　《去嫌》の相違
　　　　　スS　　26秋涼し　秋のあつさに　御傘・無言抄e俳無言

　　　　　　　　　　　　　　　（同面不苦）　（同面嫌）
　　　　アリサマ
　　45　景趣　　有・様の字に　御傘e無言抄・俳無言

これらの「俳譜無言抄』が，全面的に異説を提出してい

る4項目については，対『御傘』の傾向が強いようにみ

える。季に関しては，「汗・暖」についての『御傘』説

はやX穿ちすぎで，『俳諮無言抄』のほうが妥当であ

る。

五

　最後に，冒頭の二点の問題点の結論を述べておく。

O構成・項目の比較。「俳譜無1亨抄』の構成は，「御傘』

のいろは順に去嫌・季・語義などを述べる構成にほゴ近

い。項目数は，「無言抄」（以呂波詞）1272，『御傘』

1405，『俳譜無言抄』713であり，「俳譜無言抄』は『御

傘」の項目の50．7％にすぎない。

⇔「あ」の項目（「俳譜無言抄」の最多項目）について。

「あ」の項目は，　『無言抄』　（以呂波詞）77，　r御傘』

81，「俳譜無言抄』46である。『俳譜無言抄』の「あ」

の項目は，すべて『御傘」か「無言抄』から踏襲したも

ので，新しい項目はない。46項目のうち，他書と同意見

が25，部分的に相違が17，全面的に相違が4である。

　梅翁の方法は，新しい詩語の摂取や開拓ではない。既

存の式目書中の詩語について，近世初頭の俳譜という新

文学拾頭のなかで，いかにその法則を改変してゆくかに

あった。その論拠は多く故事や和歌や連歌などによって

いた。　r去来抄』には，「先師，季節の一つも探し出し

たらんは後世によき賜と也。」とあり，芭蕉の新しい季

語開拓の意欲を伝えているが，梅翁とは対照的である。

　また，梅翁の意図するところは，序文にあるごとく，

世上の俳譜流行における去嫌の混乱を是正することにあ

った。彪大な権威書であるr御傘』の項目を半分近くに

減少して，その古典的教養を背景にして，漢詩・証歌・

証句などの文学的論拠によって，簡潔に論述しているの

である。

注

1　「『俳譜無言抄』の考察　　r御傘』の季語論との比

較および芭蕉推奨の時期　　」（『井本農一博士古稀記

念論文集　俳文芸の研究』所収　昭和58年3．月刊　角

川書店）
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2　『俳譜無言抄』の「い～す」の項目数は，尾形仇・

小林祥次郎共編「藷擶歳時記よミ誓成並びに総合索引』（昭

和56年12月刊勉誠社）では713項目，また東明雅・

宮坂敏夫共編「俳譜無言抄　翻刻と解説　その一翻刻」

（r信州大学医療技術短期大学部紀要』第8巻第1号

昭和57年刊）では714項目となっている。この1項目
　　　　　ウクヒス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウクヒス　　　　　ウキ

の相違は「鴬の項を1項目とするか，「鴬」と「憂に」

の2項目とするかによるものである。異本の『俳譜新
　　　　　　　　　　ウキ
式評』には，「鴬」「憂」の2項目となっているが，こ

の書については蜂須賀薫氏（成城大学大学院）が，板

本に基づく杜撰な写本であるという説を出しておられ

　る。また，尾形仇先生にお尋ねしたところ，『俳無言』

の見出し語彙は二行取りとなっているものと判断し，
　ウクヒス

「鴬」は1項目としたとの御教示をいただいた。即ち，

713項目が妥当であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　もくじき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おう　ご3　荒木良雄氏「連歌界における紹巴と木食上人応其の

地位　　特に「至宝抄』と「無言抄』を中心にして」

（r甲南大学文学会論集21』所収　昭和38年10．月刊）

4　小高敏郎著「松永貞徳の研究　続篇』　（昭和31年6

月刊　至文堂）

5　赤羽学氏rr御傘』の本文」（「連歌俳請研究第57号』

所収　昭和54年7月刊）なお，　「校注俳譜御傘』　（昭

和55年2月刊　福武書店）にも収める。

6　注1と同じ。
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